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介介護護予予防防・・日日常常生生活活支支援援総総合合事事業業ににつついいてて

１１．．介介護護保保険険法法にに基基づづくく自自立立支支援援

（（１１））自自立立支支援援のの重重要要性性

自立支援とは、高齢者一人ひとりが、住み慣れた地域で、その能力に応じて自立した日

常生活を営むことができるよう支援することです。

元気な方に対してはその状態を引き続き維持できるよう、介護を必要とする方にはその

状態の改善・悪化防止に向け、支援することが求められます。

この考え方は、介護保険法の基本理念でもあります。

（（２２））自自立立支支援援にに向向けけたた介介護護ササーービビスス事事業業所所のの役役割割

介護サービス事業所は、生活課題の解決を目標とした機能回復訓練などのサービスを提

供するだけでなく、生活環境の調整や生きがいを持って生活できるような活動への動機づ

けなど、利用者の「生活の質（ ）」の向上を目指して取り組むことが重要な役割と

なります。

そのため、基本チェックリストから得られる情報だけでなく、自宅への訪問や利用者・

家族への聞き取り等により、「「運運動動機機能能」」や下肢筋力の維持・増強に不可欠である「「栄栄養養

状状態態」」、栄養を十分摂取するために必要となる「「口口腔腔機機能能」」を中心に、より詳細な情報を

収集することが求められます。

また、自宅で行うセルフケアをはじめ、サービス終了後の活動量が下がらないよう地域

の通いの場や趣味やボランティア活動など身近な地域資源との連携・移行をすすめていく

ことになります。

介介護護保保険険法法（（抜抜粋粋））

第１条

（目的）

（要介護者）が尊厳を保持し、そそのの有有すするる能能力力にに応応じじ自自立立ししたた日日常常生生活活をを営営むむこことと

ができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う。

第２条

（介護保険）

第２項 保険給付は、要介護状態等の軽軽減減又又はは悪悪化化のの防防止止にに資資すするるよようう行行わわれれるると

ともに医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

第４条

（国民の努力

及び義務）

国国民民はは、、自ら要介護状態になることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変

化を自覚して常常にに健健康康のの保保持持増増進進にに努努めめるるとともに、要介護状態となった場合にお

いても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サー

ビスを利用することにより、そそのの有有すするる能能力力のの維維持持向向上上にに努努めめるるものとする。

第第１１章章【【本本ガガイイドドブブッッククににつついいてて】】

短期集中予防サービスは、サービス事業対象者や要支援１・２など生活機能が

低下した高齢者のうち、希望される方々に対して、効果的な介護予防プログラム

を提供することで、生活機能を改善させ元の生活に戻し（可能な限り元の生活に

近づける）、その後は地域の通いの場等で状態を維持することを目指すものです。

本ガイドブックは、短期集中予防サービスの具体的な実施方法について解説し

ており、構成は、本編と資料編の二分冊となっています。

本編は、短期集中予防サービス提供の目的やプロセス、効果的なサービスの組

合せ、運動機能、食事・栄養、口腔機能、認知機能等の基本的なアセスメントの

視点、リスク管理の留意点や一定の期間で効果を出すための負荷量を考慮した標

準的な運動プログラムの参考例などをまとめています。

資料編は、本編の補足事項や取組の参考となる知識を記載するとともに、事業

所や利用者のご自宅で活用いただきたいアセスメントシートの様式などの関係資

料を掲載しています。

なお、疾患等を含む利用者の状態像の的確なアセスメント、適切なリスク管理

の下での運動負荷量の調整などを行う上で、かかりつけ医やかかりつけ歯科医を

はじめ、リハビリテーション専門職、管理栄養士・栄養士、歯科衛生士などの専

門職との連携が重要です。

 


